
国有林材等（製品販売）の安定供給システムによる販売公告 

 

 

 

 令和８年度の中部森林管理局における林産物（製品販売)の安定供給システムによる販売（以下「システム販

売」という）を下記のとおり実施しますので、希望者は（様式１）「国有林材の安定供給システム申請書」（以下「申

請書」という）を中部森林管理局長に提出してください。 

 

記 

 

 

１ システム販売の目的等 

システム販売は、需要の拡大が必要な一般材及び低質材の計画的、安定的な供給を通じて、地域におけ

る安定供給体制の整備や木材の新たな需要の拡大、原木の加工・流通の合理化等に資することを目的とし

ています。 

中部森林管理局長が需要者と国有林材等（製品販売）の販売に関する相互協定（以下「協定」という）を締

結した上で、各森林管理署及び森林管理事務所（以下「森林管理署等」という）の長がその協定に基づき計

画的な販売を実施します。 

また、今回の募集では、民有林と国有林が連携した木材の安定供給体制づくりを推進するため、国有林

材だけではなく、民有林材を含めた物件についても販売します。 

 

２ 販売予定物件の概要  

  別表「国有林材等（製品販売）の安定供給システム販売予定数量」（以下「販売予定数量」という）のとおり

です。 

  

３ システム販売の対象となる需要者 

（１）製材工場、合板工場、製品規格の統一化を図り共同出荷を行っている協同組合その他木材加工事業者

（以下「製材工場等」という）。

（２）原木市場その他木材流通機能を有する事業者（以下「原木市場等」という）。 

（３）住宅メーカー及び木質バイオマス発電所その他木材を加工した製品を利用する事業者（以下「製材品 

    需要者」といい、製材品需要者が生産する製品等を「最終製品」という）。 

 

４ システム販売の対象となる需要者の要件 

    システム販売の協定締結を希望する者（以下「協定希望者」という）は次に掲げる要件のすべてを満たさ

なければならないものとします。 

（１）林産物売払いの一般競争参加資格を有していること、又は「競争参加者選定事務取扱要領」（平成13年

４月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知）第33条の名簿に登録された者であること（申請時に有効

な資格とし、他の森林管理局において資格を得た者であっても参加可能）。 

（２）協定に基づき、契約を履行するに足りる信用、資力等を有すること。 



（３）社会保険等に加入していること。 

（４）買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること（ただし、同時に複数の物件に

対して申請を行う場合は、その合計買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があるこ

と）。 

（５）中部森林管理局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（６）「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月７日付け19経第1314号大

臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設

業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

る者でないこと。 

（７）製材工場等についてはJAS認定工場であること（出荷製材品についてJAS規格が制定されている場

合）。 

（８）原木市場等については、製材工場等と取引数量等が定められた販売協定を締結し、安定した取引関係

が明確であること、又は製材工場等との共同申し込みであること。 

（９）製材品需要者については、自ら加工した製品を利用する場合を除き、製材工場等との共同申し込みであ

ること（ただし、この場合、製材品需要者が（１）の要件を満たす必要はないものとする）。 

（10）「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（平成23年法律第108号）に

基づき施設認定された木質バイオマス発電所（木質バイオマスの混焼を行う火力発電所を含む。以下「バ

イオマス発電所」という）に対して、その燃料となるチップ等を供給することとして申請を行う場合は、次に掲

げる要件のすべてを満たすこと。 

ア バイオマス発電所までの販路を、取引数量等が定められた販売協定によって明確にした上での申

請、又はバイオマス発電所との共同申請であること。 

イ 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（平成24年６月林野庁）に基づき、

森林・林業・木材産業関係団体及び発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者の団体等（以

下「団体等」という）の認定を受けた上での申請、又は申請者が独自に自主行動規範を定め、第三者

の監査を受けるなど上記団体等の認定と同等の信頼性を証明することが出来ること。 

 

５ 申請方法及び手順 

（１）申請書等用紙の入手方法 

中部森林管理局ホームページからダウンロードできます。 

http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/kikaku.html 

もしくは中部森林管理局森林整備部資源活用課素材供給係、森林管理署等にお問い合わせください。 

（２）申請に係る提出書類 

【別添１】「申請に必要な書類一覧」を参照してください。 

（３）申請書及び（様式２） 「国有林材等の安定供給システムに係る企画提案書」（以下「企画提案書」という）

の作成方法 

【別添６】「国有林材の安定供給システム申請書」の記入例、及び【別添７】「国有林材の安定供給システ

ムに係る企画提案書」の記入例を参照してください。 

（４）申請書・企画提案書の提出方法 

ア 郵送による提出：下記住所、宛先までお送りください。 

              住所：〒380-8575 長野県長野市大字栗田７１５番地５ 



              宛先：中部森林管理局 森林整備部 資源活用課 素材供給係 

              ＴＥＬ：050-3160-6565 

イ 持込による提出：中部森林管理局 森林整備部 資源活用課 素材供給係、又は最寄りの森林管理

署等までお持ちください。 

ウ 電子媒体（電子データ）による提出方法：メールアドレス【c_shigen@maff.go.jp】へお送りください。 

① 誤送信防止のため、事前に確認のテストメールをお送りください。 

② 提出書類は全てＰＤＦ形式に変換してください。 

③ 提出書類は１つのファイルに結合してください。 

④ 提出書類の合計容量は２０ＭＢ未満にしてください。 

⑤ メール送信後は、必ず電話による到着確認を行ってください。 

（５）申請書の提出期限 

       提出期限は令和８年３月９日（月）１７時必着とします。 

 

６ 審査の方法 

    【別添２】「国有林材の安定供給システムに係る審査基準」に基づき、申請書及び企画提案書の審査を行

い、評価の高い者（協定を締結することが適当と認められる者（以下「協定予定者」という。））を選定する企画

競争方式とします。 

（１）提出された添付書類すべてを審査の対象とします。 

（２）協定予定者としての要件を満たしているか否かを確認します。満たしていない場合は、協定予定者として

選定することができません。 

（３）複数の事業者が協同で申請する場合は、事業者ごとに評価して平均点を算出します。 

（４）後記８（３）の結果報告書に基づき検証を行った結果、協定を締結した者（以下「協定者」という）の責に帰

すべき事由により企画提案の内容を踏まえた取組が実施されていないと判断した場合は、次回のシステム

販売の審査時に減点します。（配点：最高－10点） 

（５）これまでのシステム販売実績（令和元年度からの合計期間）に応じて減点します。（配点：最高－５点） 

（６）取組評価点及び減点の合計点がマイナスとなる場合は、協定予定者として選定しないこととします。 

 

７ 審査結果の取り扱い 

審査の結果は、協定予定者、申請件数を掲示板及び中部森林管理局のホームページで公表します。 

                                        

８ 協定の締結 

    中部森林管理局長は、協定予定者として決定した旨を通知するとともに次の条件を提示し、協定予定者が

承諾した場合に協定を締結します。 

（１）協定の内容は、【別添３】「国有林材等（製品販売）の安定供給システム協定書」のとおりとします。なお、

民国連携の協定内容は【別添４】「民国連携した林産物の安定供給システム協定書」のとおりとします。 

（２）協定者が買受けた材を申請内容以外の用途に使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡すことを

原則禁止します。 

（３）（様式３） 「国有林材の安定供給システムに係る結果報告書（以下「結果報告書」という）」を中部森林管

理局長あてに提出していただきます。 

     ア 提出方法は、中部森林管理局へ持込又は郵送、電子媒体による送信のいずれかで提出していただ



きます。 

     イ 協定期間が複数年の協定にあっては年度ごとに提出していただきます。 

     ウ 報告書の内容は公表することがあります。 

     （４）協定者に係る企画提案の内容（協定者、企画提案書の概要、具体的な販路、評価点）は、中部森林

管理局のホームページで公表します。 

（５）中部森林管理局長は、必要に応じて履行状況を確認し、企画提案内容と相違が認められる場合には

指導を行うものとします。なお、協定者は履行状況の確認及び結果報告書の内容確認に協力するもの

とします。 

（６）特別の事情がある場合は、協定内容や協定数量を変更することがあります。 

 

９ 売買契約 

    協定に基づく販売に当たっては、該当森林管理署等と【別添５】国有林野事業林産物売買契約約款等に基

づき売買契約を締結していただきます。 

（１）契約の内容は、【別添５】「国有林野事業林産物売買契約約款」及び【別添９】「暴力団排除に関する

特約条項」を承諾の上、締結することとなります。 

（２）共同提案により協定者が複数の場合は、代表者と森林管理署長等が売買契約を締結します。 

（３）国有林材の販売方法は確定数量による売買契約とします。 

（４）確定数量による販売の場合、数量確定に要する期間の目安は 1 ヶ月程度とします。 

（５）販売予定数量に記載の予定数量は見込みのため、増減することがあります。 

（６）協定量に対し販売量が超過する場合は、協定期間中であっても供給を終了する場合があります。 

       

１０ その他の手続による留意事項 

    （１）数量の確定について 

       国有林の事業により実施するものとしておりますが、一部の物件について協定者が実施する条件を

付した物件があり、申請者の条件及び買い受けに係わるコストが異なります。物件毎の条件について

は販売予定数量の特記事項をご覧ください。 

 

    （２）国有林材の引渡地点について 

       公告物件ごと販売予定数量に記載されている引渡地点とします。 

       ア 山元 

        ・生産事業箇所を引渡地点とします。 

        ・搬出にはあたっては、「別表 国有林材等（製品販売）の安定供給システム販売予定数量」の特記

事項を参照の上、安全を考慮した車両の選定をしてください。。 

        ・引渡地点から計測箇所へ運搬する際の積込状況及び計測場所での計測状況等の写真撮影を行

っていただきます。 

        ・トラック運搬送状を記載、提出していただく場合があります。 

       イ 最終・中間 

        ・協定希望者は販売予定数量に記載された引渡地点の範囲内のうち、国有林の土場以外につい

て、国有林材の保全及び検知等の作業が可能な土地（スペース）の専有面積を確保してください。ま

た、確保した土地は引渡地点として指定してください。なお確保した土地にかかる費用については、

全て協定希望者の負担とします。 

・引渡地点は、申請する物件の販売予定数量を勘案し、生産量が多い時期であっても運材を止める



ことがないものとします。また、重機等を準備し、材の仕分け作業が必要となります。その材につい

ては、原則、末口をそろえていただくことがあります。 

・申請時に引渡地点の所在等が確認出来る書類を提出してください。 

（３）造材・採材等について 

造材・採材及び仕分けについては、公告物件を管轄する森林管理署等の造材・採材基準等により 

実施します。 

 なお、購入希望する採材が公募で示した長級以下である場合は、（様式４）「価格点-別紙（購入希 

望単価等）」の記載要領を参考に変更してください。 

      （４）搬出期間について 

搬出期間は、生産状況等を勘案し、公告物件を管轄する森林管理署等において決定するものとしま

す。なお、引渡地点が山元等手狭である場合、搬出期間が比較的短期間となります。 

（５）重量計測による換算係数については以下とします。 

針葉樹：１トン＝１.１０７ ｍ3 

広葉樹：１トン＝０.７９４ ｍ3 

     （６）この公告に関する質問がある場合においては、書面（任意様式）により提出してください。 

         ①提出場所：郵便番号：３８０－８５７５ 

                 長野県長野市大字栗田７１５番地５ 

                 中部森林管理局 森林整備部 資源活用課 素材供給係 

                 メールアドレス：c_shigen@maff.go.jp 

            ②質問に対する回答 

           質問に対する回答は、中部森林管理局のホームページにおいて公表します。 

           https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiri/nyusatu/situmonkaitou.html 

      

 

 

 

問い合わせ先は次のとおりです。 

局・署 住   所 電話番号 

中部森林管理局 森林整備部 

資源活用課 素材供給係 
〒380-8575 長野県長野市大字栗田 715-5 050-3160-6565 

北信森林管理署 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山 1090-1 050-3160-6045 

中信森林管理署 〒390-0852 長野県松本市島立 1256-1 050-3160-6050 

東信森林管理署 〒384-0301 長野県佐久市臼田 1822 050-3160-6055 

南信森林管理署 〒396-0023 長野県伊那市山寺 1499-1 050-3160-6060 



木曽森林管理署 〒399-5604 長野県木曽郡上松町正島町 1-4-1 050-3160-6065 

木曽森林管理署南木曽支署 〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書 3650-2 050-3160-6070 

飛騨森林管理署 〒506-0031 岐阜県高山市西之一色町三丁目 747-3 050-3160-6085 

岐阜森林管理署 〒509-3106 岐阜県下呂市小坂町大島 1643-2 050-3160-6090 

東濃森林管理署 〒508-0351 岐阜県中津川市付知町 8577-4 050-3160-5675 

愛知森林管理事務所 〒441-1331 愛知県新城市庭野字東萩野 49-2 0536-22-1101 

 

 令和８年２月20日 

 

     長野県長野市大字栗田715番地5 

           中部森林管理局長 佐伯 知広 




